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第三回定例道議会報告

２０１１年１０月７日

北海道議会 民主党・道民連合議員会
政 審 会 長 福 原 賢 孝

第３回定例道議会は、９月１３日（火）に開会、２３年度道補正予算、「再生可能エネ
ルギーの推進に関する決議」などを可決し、１０月７日（金）に閉会した。

わが会派からは、代表質問に勝部賢志（江別市）議員が立ち、原発問題、防災問題、行
財政運営などについて質疑を行った。

また、一般質問には沖田清志（苫小牧市）、向井昭彦（札幌市北区）、稲村久男（空知
管内）、北口雄幸（上川管内）、広田まゆみ（札幌市白石区）、道下大樹（札幌市西区）、
須田靖子（札幌市手稲区）、伊藤政信（札幌市厚別区）の８議員が立ち、当面する道政課
題、地域課題について道の取り組みを質した。

１ 主な審議経過について

今定例会の議論の中心は、東京電力福島原発の事故を契機とする、原発、エネルギーを
めぐる課題。原発については、北電をはじめとする電力事業者での、シンポジウム等での
世論誘導的な「やらせ」行為が相次ぎ発覚、さらに国が「やらせ」行為を主導した事実も
明らかになり、原発、原子力施策への不信、不安はとめどなく広がっている。これに対し
知事は、事故や「やらせ」行為への遺憾は表明するものの、「やらせ」行為への対応につ
いては、北電が設置した「第三者委員会」の調査を待つとの主体性に欠ける答弁に終始、
さらに原発の今後の稼働等の論議にとって重要な、電力需給等の実態の把握についても、
北電まかせの域を脱せなかった。

また、平成１２年に、脱原発を視野に入れた、「省エネ・新エネ促進条例」を制定しな
がら、施策の展開が極めて遅れてきた、エネルギー施策については、道内の再生可能エネ
ルギーの賦存量調査等に動き出す姿勢は示されたが、知事が今後のエネルギー施策の中で、
原発への対応をどうするのかは、明らかにならないままだった。

１０月上旬とされていた、北電「第三者委員会」の調査結果は、定例会会期末まで明ら
かにされなかったことを含め、原発施策、エネルギー施策の論議は、今後も続いていく。

可決された補正予算は、一般会計２５７億８，２００万円。内訳は、東日本大震災関連
経費７１億６，４００万円、道投資単独事業費５０億円など。これで、道の２３年度予算
の規模は、一般会計２兆８，２１４億円、特別会計５，８５０億円、合計３兆４，０６４
億円となった。

２２年度の道一般会計決算は、形式収支で２６億２，１００万円、実質収支で１４億１，
８００万円のかろうじての黒字決算となった。また、地方公共団体財政健全化法に基づく
健全化判断比率は、実質公債費比率が２４．１％、将来負担比率が３３０．２％で、依然
として厳しいものとなっている。

２ 採択された決議・意見書
（◎は政審発議、○は委員会発議、●は自民発議＝会派は反対）

◎再生可能エネルギーの推進に関する決議
◎ＴＰＰ交渉への参加を行わないよう求める意見書
◎原子力損害の賠償に関する意見書
◎我が国の領土に係る外交に関する意見書
○北海道新幹線の建設促進を求める意見書
○私学助成制度に係る財源措置の充実強化に関する意見書
○受診時定額負担の導入に反対する意見書
○北海道農業の発展に必要な生産基盤整備に関する意見書
○北方領土問題の解決促進を求める意見書
○根室海峡におけるロシア連邦トロール船に関する意見書
●石川知裕衆議院議員の議員辞職を求める決議
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３ 代表質問の要旨 （○は質問者発言、●は答弁者発言）

勝部 賢志 議員（江別市）

１ 東日本大震災を踏まえた防災対策、エネルギー政策について
（１）大震災発生半年の所見について

○大震災半年を経過しての所見は。
●依然として食や観光に影響が及んでいるが、経済の活性化、防災対策、被災地支援に

取り組んでいく。
（２）原子力発電について

○「やらせメール」問題は、プルサーマル計画や３号機営業運転移行の了承にも影響を
与えた可能性が強いと考えるが。

●道や国に事実を報告していなかったことは、信頼を大きく損なう事態だ。
○北電の姿勢は、第三者委員会での調査を盾にとり、問題の重さを自覚しない、コンプ

ライアンスの意識を感じさせない対応だ。
●法令の遵守、企業活動の透明性の確保の観点から、説明責任を果たすべき。
○シンポジウムへの「やらせ」動員やアンケートは、知事のプルサーマルへの判断の妥

当性に疑問を生じさせるものだ。
●北電の調査結果を踏まえ、一連の経過について精査する必要がある。
○今回の事態を踏まえた、３号機営業運転移行への了解の妥当性は。
●今回の問題が、３号機運転移行の判断に直接的な影響があるとは考えていない。
○平成１２年の北電の行為についての所見は。
●道民に疑念を生じさせることになり、誠に残念であり遺憾。
○「意見を聞く会」全ての会場について、北電に徹底した調査と報告を求めるべきだ。

併せて、道の検証作業についての所見は。
●５会場全ての調査を求めており、報告を踏まえ適切に対応する。
○フル稼働状態の３号機と、定期点検中の１、２号機の再稼働とは、対応は自ずと異な

ると述べているが、どう対応するのか。
●国に求めている２つの疑問点の説明と、万全な安全対策を強く求めていく。
○ストレステストの結果評価については、道も判断を求められる。
●再稼働の可否については、国からの説明に基づき、道の考え方を整理する。
○北海道独自にＥＰＺを拡大すべきだ。
●関係機関と協議を行い、精力的に検討を進める。
○札幌市に情報提供し、意見聴取も行うべきだ。
●道のホームページを通じ道民に情報提供を行っている。
○道が実施するとしていた岩宇４町村での住民アンケートの対応は。原子力防災計画に

どう反映させるのか。
●計画における課題抽出の補足調査として実施を検討した。計画の見直しにあたっては

住民意向を把握することは重要であり、調査方法や実施時期を検討していく。
○大間原発の工事再開の可否についての見解は。
●原発の位置づけ、必要性、安全性の説明がされることが前提。
○大間原発のＥＰＺ拡大について、国や電源開発に、どう対応しているのか。
●国におけるＥＰＺの検討状況を見極めながら対応していく必要がある。
○冬場を控えての電力需給状況、確保状況の認識は。
●北電は、泊１、２号機が発電できない場合、電力需要の対応に厳しい状況が見込まれ

るとしている。
（３）省エネルギー・新エネルギーの促進について

○省エネ、新エネの促進で国を主導し、他府県に先駆けた先導的な役割を果たすべきだ。
●再生可能エネルギーが主要なエネルギー源の一つとなるよう、開発導入の促進、関連

産業の育成、地産地消の促進に取り組む。
○脱原発に向けた目標の総合的、体系的な施策推進の工程表を明らかにすべきだ。
●展開方向や実施期間を定め、行動計画の実現に向け積極的に取り組む。
○計画の推進にあたっては全道的なレベルでの、総合的な支援体制を整備すべきだ。
●地域のエネルギーの賦存量の推計ソフトの作成、新エネ導入モデル事業への支援、助

成制度の充実を加速させる。
○省エネ・新エネの促進には、北電の協力が必要と考えるが。
●法律の制定趣旨に基づき、積極的に対応するよう働きかける、国には、送電網整備へ

の支援などを要請していく。
（４）防災対策の強化について

○北海道防災計画の改訂スケジュールの考え方は。
●年内を目処に、道独自の計画修正案をまとめ、国の防災基本計画の修正を踏まえ見直

していく。
○津波ハザードマップの作成は、小規模市町村にとって財政負担が大きい。道が外部委

託の窓口となって取りまとめることで、コストダウンを図ってはどうか。
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●財政負担の軽減なども視野に入れ、外部委託の方法や作成のノウハウなど、総合的な
支援を検討する。

２．北海道の自治のすがた
（１）住民投票制度について

○原発のような課題について、住民の判断を問う「住民投票制度」への認識は。
●二元代表制が前提である地方自治制度の根幹に関わることであり、十分な議論が必要。

（２）北海道自治基本条例について
○道行政基本条例を抜本的に見直し、自治基本条例を制定すべきだ。
●地方制度調査会の議論や地方自治制度の動向を踏まえ、条例のあり方を検討する。

３．財政運営について
（１）国の地方財政運営について

○新年度に向けた地方交付税確保についての所見は。
●一般財源総額は、２３年度水準を下回らないよう確保するとされている。地方交付税

の確保について、地方６団体と連携し、国に働きかけていく。
○国の経済対策等に対応した基金にどう対応していくのか。
●交付金の追加交付や基金の有効期限の延長を要請している。

（２）道の財政状況について
○２２年度の道決算についての所見は。
●道税収入や地方交付税の歳入確保、事務事業の効果的・効率的な執行により黒字を確

保できたが、依然として厳しい状況にある。
○実質公債費率の、更なる悪化についての認識は。
●減債基金の積立留保を行っていることが、実質公債費率が上昇している原因。新規の

道債発行の抑制などにより改善に努める。
○財源不足の解消、今後の財政運営の安定化にどう取り組むのか。
●全ての歳出を見直し、２４年度当初予算編成までに対策案を検討する。
○道債残高の縮減計画をどう維持するのか。
●投資的経費を対象とした道債発行は年々減少しており、引き続き、道債以外の財源確

保に取り組む。
４．経済・雇用対策について
（１）経済対策について

○策定中の新たな産業振興ビジョンは、何を重点にするのか。
●様々な産業群が重層的に展開する自立型経済産業構造への転換を目指す。
○ビジョンの実効性を確保するためには、地域での到達目標を掲げた「アクションプラ

ン」的なものが必要だ。
●ビジョン策定と合わせ、地域特性に応じた方向性や施策を明らかにしながら進める。
○フードコンプレックス構想について、地域との間で、どのような取り組みが行われ、

どのような支援をしているのか。
●申請に向けた協議を加速しており、食産業立国形成に向け、新たに策定する「産業振

興ビジョン」に位置づけていく。
（２）雇用対策について

○若年者雇用環境の改善に向けどう取り組むのか。
●産業施策と雇用施策を両輪として、若者の就職環境の改善に向け全力で取り組む。
○道内の最低賃金は、依然として生活保護費を下回っているが、今回の最低賃金改定に

対する見解は。
●改定された最低賃金の遵守、中小企業の賃金の支払い能力向上に向けた経済の活性化

など、経営や金融面での支援を行う。
５．一次産業振興について
（１）２１世紀バックアップ拠点での一次産業の役割について

○一次産業分野におけるバックアップ構想の具体的な施策展開をどう進めているのか。
●生産基盤強化、流通・加工、備蓄体制充実、製品安定供給を重視し、取り組んでいる。

（２）大雨災害被害について
○台風１２号の被害状況と今後の対応は。
●農業での生産技術や経営面の対策に万全を期し、営農に支障ないように取り組む。

６．地域医療について
（１）総合内科医の確保について

○総合内科医の確保に向けた取り組みの現状と今後の見通しは。
●２９名の医師が研修を受講中。今後も、総合内科医の養成に積極的に取り組む。

（２）通院患者の足の確保について
○通院患者の足を確保する具体的な仕組みを市町村とともに早急に策定すべきだ。
●通院手段の確保について、地域の公共交通のあり方を検討する場で協議する。

７．公共交通について
（１）空港運営のあり方の検討について

○空港の今後については、国・道・市管理空港での一体的な議論、管理自治体への一体
的な対応が必要だ。
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●空港の一体運営を含め、運営のあり方について早急に検討を進める。
○今後の道内航空行政の推進への所見は。
●空港運営のあり方の検討とともに、効果的な航空行政の推進に努める。

８．北海道立総合研究機構が担う科学技術振興と地域への寄与について
（１）独立行政法人化の効果や影響について

○法人化１年を経過しての効果や影響の把握は。
●研究開発機能を強化するための取り組みの一方、研究体制に関する検証が十分でない

との課題もあり、改善に向けて道と道総研が情報を共有することが重要だ。
（２）総合研究機構への支援について

○人員、資金、道財産の活用を含め、道としてどう支援していくのか。
●戦略的な研究開発予算の確保、試験研究への支援、道職員の派遣に取り組んでいる。

（３）他機関等との連携への道の関わりについて
○道立機関、地域、道部局と総合研究機構との連携体制やその責任所在への所見は。
●総合力の発揮に向け、支援室を中心に情報交流の場を設定し緊密な連携に努める。

９．性暴力被害者の支援について
○「ワンストップ支援センター」の具体的なモデルをつくり、病院側の理解を得て、実

現に向けて取り組むべきだ。
●国の対応拠点モデル事業を参考に、支援方策の検討を進める。

１０．教育課題について
（１）被災児童・生徒のケアについて

○震災から半年。子供達の学校生活上の悩み、実態をどう受け止め対応してきたのか。
●状況に応じたカウンセリングを継続実施していく。
○親に対する心のケアも必要だ。
●２４時間電話相談や来所、メールによっての教育相談や子育て相談を行っている。

（２）高校配置について
○通学困難地域の高校は簡単に切り捨てるべきではない。
●教育水準を維持向上し、活力ある教育活動を展開するためには、再編は避けて通れな

い。今後も地域の実情を考慮し検討していく。
○通学を保障する観点から、通学費の補助制度自体の検討が必要だ。
●控除額を引き下げ１万円を超える額を補助、交付決定後に月毎に支払いができるよう

に改善した。
○配置計画については３年くらいの期間をかけ、地域が主体的に検討することが必要だ。
●地域が主体的に高校のあり方を検討できるよう努める。

（３）教育現場のあり方について
○学力向上のみに力が注がれることによって、教職員が子供と向き合う時間がなくなっ

ている。この現状をどう受け止めているのか。
●校務支援システム導入で、時間外勤務縮減を図り、子供と向き合う時間確保に努める。
○「互いに尊重し、共に支えながら成長する」学校づくりをどう実現するのか。
●本年を「本道教育の新たなスタートの年」と位置づけ、全力で取り組む。

＜再質問＞
１．防災体制、エネルギー政策について
（１）「やらせメール」問題等について

○プルサーマルの判断については、精査の結果によっては、事前了解撤回の可能性があ
ると受け止めていいのか。

●北電の第三者委員会の調査報告を踏まえて適切に対応する。
○「適切に対応する」とは、どういう意味なのか。道主催の「意見を聴く会」について

は、道として、独自に検証すべきだ。
●北電からの報告を受けた後、どのような対応が必要か判断する。

（２）原発への対応について
○福島原発事故によって安全神話は完全に崩れた。今後の泊原発の再稼働は容易ではな

い。そのような状況において、地域や道民の意見の取りまとめをどう進めていくのか。
●再稼働に向けては、関係自治体や道民に分かりやすく、丁寧に情報提供に努めて取り

組んでいく必要がある。
○大間原発については、情報提供にとどまらず、協議への参加が必要だ。
●協議に入ることは、建設再開が前提となるため、現時点では情報提供を求めている。
○冬場の電力需給見通しは北電の説明をそのまま述べただけだ。道として電力需給の精

査を行うべきだ。
●北電に対して、これまで以上の丁寧で正確な情報提供を強く求めていく。

（３）省エネルギー・新エネルギーの促進について
○促進に向けた最大の要因は、再生可能エネルギーの買取がスムーズに進むことだ。
●地産地消に向けた動きの中で北電の役割は重要であり、積極的な対応を働きかける。
○脱原発に向けた工程表の明示が必要だ。
●行動計画において具体的な展開方向や実施期間を定める。
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２．フード・コンプレックス構想について
○地域との協力、地域への支援をどう進めていくのか。
●地域における製品開発や販路拡大をきめ細やかに支援する。

３．２１世紀バックアップ拠点での一次産業の役割について
○農業、林業、水産業における具体的な施策展開の考え方は。
●有識者懇談会において、今年度末を目途に取りまとめる。

４．総合内科医の確保について
○医師不足を克服するためには、研修医の確保に加えて、研修修了後においても北海道

に残ってもらうための取り組みが必要だ。
●進路相談や医療状況に関する情報提供を行うことで、地域医療を担っていただけるよ

う取り組んでいく。
５．空港運営のあり方の検討について
（１）今後の空港運営の方向性について

○空港運営の方向性をどのように示し、どう理解を得ようとするのか。
●検討にあたっては、地域の理解や経済界の協力が重要。

（２）交通総合ビジョンとの関連性について
○空港のあり方と目的を関連づけ、一体的な考え方を今後示していくべきだ。
●地域の活性化を図るという観点から検討を行っていく。

６．教育課題について
（１）高校配置について

○地域キャンパス校を、わずか数年で募集停止にする決定のどこに、広域性や地域の実
情の考慮があると言うのか。

●教育水準の維持を考慮すれば、募集停止はやむを得ない。
○過疎化、少子化、財政難といった理由での再編を進めるべきではない。地域での高校

教育を守り、維持するとの視点に立った取り組みを積極的に進めていくべきだ。
●一定規模の生徒や教職員集団を維持するためには、再編は避けて通れない。生徒の教

育環境を充実を図る観点に立って、高校配置を検討していく。
（２）教育現場のあり方について

○教育現場における課題は何であり、それをどう解決しようとしているのか。
●学力、体力、いじめ、不登校問題などを抱えており、学校現場や保護者、地域の声を

把握し、課題に応じた支援に努めていく。

＜再々質問＞
１．「やらせ」問題について

○第三者委員会の報告に疑惑や不十分な点があった場合、どのような対応をとるのか。
●北電の報告を受けた後、どのような対応が必要か判断する。

２．プルサーマル計画について
○「やらせ」問題等を受け、計画は白紙に戻し、検討し直すべきだ。
●総合的に勘案した結果、事前了承したものだ。

３．省エネルギー・新エネルギーの促進について
○エネルギー政策の最終目的地はどこなのか。知事の姿勢が明らかでない。
●行動計画において、施策の展開方向や実施期間を定める。
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４ 一般質問者の質疑内容

沖田 清志 議員（苫小牧市）
１ 道州制・地方分権改革について
（１）道州制について
（２）地域主権の理念について
（３）支庁制度改革の成果と課題について
（４）道州制の取り組みについて
２ 消防の広域化について
（１）消防の広域化の現状と認識について
（２）広域化の推進計画について
３ 財政運営について
（１）出資・出捐金について

ア）新たな払戻等の見込みについて
イ）見直し計画の今後の見通しについて

（２）土地開発公社について
ア）土地開発公社の役員体制について
イ）土地開発公社の今後のあり方について
ウ）新千歳空港用地について

４ 環境行政について
（１）エネルギー政策について

ア）泊３号機のプルサーマル計画について
イ）原子力防災計画の見直しについて
ウ）再生可能エネルギーの導入目標数値の設定について

（２）震災被災地のがれき処理について
５ 学習指導要領改正に伴う体制整備について
（１）教員の武道の指導力の向上について
（２）武道団体との連携について
（３）今後の対応について

向井 昭彦 議員（札幌市北区）
１ 泊原子力発電所の安全対策について
（１）ＥＰＺ拡大について
（２）札幌市に対する情報提供について
（３）北電の「やらせ問題」について
２ 知事のエネルギー政策に対する考え方について
３ 道立高校職業科に対する認識について
４ 母子家庭の自立支援について
（１）高等技能訓練促進費について
（２）母子寡婦福祉資金貸付金事業について
５ 組織犯罪対策について
（１）道内の暴力団の情勢について
（２）暴排条例施行後の取り組みについて
（３）今後の暴力団対策の取り組みについて

稲村 久男 議員（空知管内）
１ 緊急消防救助隊の活動について
（１）緊急消防救助隊の活動状況について
（２）緊急消防救助隊の活動費について
（３）活動時の公務災害について
（４）訓練の枠組みについて
（５）活動の検証について
２ 地方独立行政法人北海道総合研究機構について
（１）道との連携について
（２）平成２３年度運営費交付金について
（３）研究費の確保について
（４）人材の確保や育成について
（５）剰余金の取り扱いについて
（６）次期中期計画について
（７）道職員の派遣について

北口 雄幸 議員（上川管内）
１ 北海道観光の振興について
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（１）東日本大震災での風評被害について
（２）北海道観光振興機構の役割について
（３）モデルコースの設定について
（４）北海道のあり方について
２ 再生可能エネルギーの普及・拡大について
（１）再生可能エネルギー普及に向けた認識について
（２）「創エネルギー」という考え方について
（３）省エネ・新エネ促進行動計画の目標に対する進捗状況について
（４）省エネ・新エネ促進行動計画の見直しについて
（５）計画の促進体制について
（６）エネルギーの地産地消について
（７）発送電分離について
（８）固定価格買取制度の認識について
（９）エネルギーファンドの創設について
（10）エネルギー教育について
（11）水力発電に対する認識について
（12）新規発電所の建設について

広田 まゆみ 議員（札幌市白石区）
１ 北海道の新しいエネルギー政策と社会資本整備のあり方について
（１）３号機停止の場合の対策について

ア）電力需給について
イ）再生可能エネルギーの導入等について
ウ）節電について
エ）電気の使用制限について

（２）再稼働の条件について
ア）活断層の問題について
イ）泊発電所の情報公開について
ウ）泊発電所の再稼働について

（３）市町村、自治体のエネルギー自給について
（４）原子力から再生可能エネルギーへのシフトについて
（５）再生可能エネルギーシフトへの課題について
（６）社会資本整備のあり方について
２ 都市と農村の新しい連携による北海道の地域振興について
（１）災害を教訓とした都市と農村間の連携協定について
（２）バイオマス等による「地域循環圏」について
（３）都市・農村連携による低炭素持続型社会の実現について
（４）カーボンオフセットの取り組みに推進について
３ 新しい公共について
（１）東日本大震災を踏まえた意見交換等について
（２）ＮＰＯ法改正の対応について
（３）新しい公共を推進する条例について
４ がん対策推進条例案について
（１）条例の理念について
（２）条例制定過程のがん患者当事者の参加について
５ ＰＣＢ廃棄物対策の検証について
６ 知事のリーダーシップと組織マネジメントについて
（１）北海道価値について
（２）地域主権の取り組み等について
（３）職員の能力向上等について
（４）北海道価値を活かした取り組みについて

道下 大樹 議員（札幌市西区）
１ 高校における就職支援について
（１）学内型事業について
（２）インターンシップの推進について
（３）保護者に対する支援について
（４）就職指導担当職員等の指導力向上について
（５）道と道教委の連携について
（６）来春の高卒予定者の就職支援について
２ 治山ダムについて
（１）床丹川予防治山事業の経過について
（２）自然保護団体や専門家からの意見と対応について



- 8 -

（３）生態系への調査について
（４）豪雨後の道の対応について
（５）道内の今後の治山ダム事業について
３ 私立学校補助事業について
（１）消費者庁の道内学校法人に対する措置命令について
（２）今後の道の対応について
（３）就職率の算定方法について
（４）道監査委員からの行政監査報告書について
（５）今後の改善について
４ 道立高校配置計画について
（１）新得高校の間口減について
（２）教育行政執行方針と配置計画との整合性について
（３）知事の方針演説と指針・配置計画との整合性について
５ 白タク行為について
（１）白タク行為の実態把握について
（２）運転代行業者の行為の違法性について
（３）白タク行為等の取り締まりについて

須田 靖子 議員（札幌市手稲区）
１ 雇用対策について
（１）最低賃金について
（２）若年者雇用について

ア）新規学卒者の就職試験の受験状況について
イ）学卒未就職者への支援について

（３）公契約条例について
ア）公契約条例の必要性について
イ）北海道公契約条例制定について
ウ）公契約基本法の制定について

２ 医療対策について
（１）医師不足対策について

ア）自治体病院の実態について
イ）北海道医療対策協議会について
ウ）臨床研修医の確保対策について

（２）地域連携について
３ 自転車の安全対策について
（１）自転車の事故対策について

ア）自転車事故の発生状況について
イ）自転車歩道通行の実態について
ウ）自転車の安全教育について
エ）自転車通行の規制について
オ）防犯登録の加入促進、保険制度等の普及について

（２）自転車道の整備について

伊藤 政信 議員（札幌市厚別区）
１ 今後の労働人口の確保について
（１）今後の北海道における労働力人口及び就業者人口の推計について
（２）経済への影響について
（３）地域への影響について
（４）若者の北海道離れについて
（５）高齢者の就業促進について
（６）女性労働者の就業継続と家事従事者の就業促進について
（７）育児のための措置について
（８）労働力確保と少子化に歯止めをかけるための道民へのメッセージ発信について
２ 少子化対策の具体的な取り組みの促進について
（１）合計特殊出生率について
（２）少子化対策の取り組み等について
（３）都市部の対策について
（４）第二期子ども未来づくり計画の推進について
３ 研修医の研修のあり方について
（１）研修制度に対する認識について
（２）研修病院の定員について
（３）研修制度の見直しについて
（４）奨学金制度について
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５ 委員会等における主な質疑

（１）常任委員会・特別委員会

○総務委員会では滝口信喜（室蘭市）議員が８月２日に岩宇４町村でのアンケート調査に
ついて、高橋亨（函館市）議員が８月２日に岩宇４町村でのアンケート調査について、
９月１２日に地域防災計画の見直しについて質疑。

○総合政策委員会では段坂繁美(札幌市中央区)議員が９月６日にバックアップ拠点構想骨
子案について、９月１２日に北海道水資源の保全に関する条例の検討状況について、１
０月６日に２２年度道内市町村決算概要速報について、小林郁子（札幌市中央区）議員
が９月１２日に北海道水資源の保全に関する条例の検討状況について、松山丈史（札幌
市豊平区）議員が９月１２日に北海道水資源の保全に関する条例の検討状況について、
バックアップ拠点構想について質疑。

○環境生活委員会では橋本豊行（釧路市）議員が８月２日に環境問題について、９月６日
に震災地からのがれき処理対策について、市橋修治（小樽市）議員が８月２日にゴミ処
理に係る行政指導について、北準一（空知管内）議員が９月６日に北海道地球温暖化対
策推進計画に基づく施策等の実施状況の評価等について質疑。

○保健福祉委員会では広田まゆみ（札幌市白石区）議員が８月２日に北海道がん対策推進
条例の基本的な考え方案について、１０月６日に北海道におけるピアサポートの現状と
取り組みについて、須田靖子（札幌市手稲区）議員が８月２日に放射性物質が検出され
た稲わらを給与した道外産牛肉の道内流通について、道内へ避難生活する方々の健康支
援について、９月１２日に北海道がん対策推進条例素案について質疑。

○農政委員会では福原賢孝（檜山管内）議員が８月２日に稲わら利用に係る緊急実態調査
について、９月１２日に米の放射性セシウムの自主検査について質疑。

○文教委員会では勝部賢志（江別市）議員が９月６日に公立高等学校配置計画について質
疑。

○産炭地域振興・エネルギー問題調査特別委員会では、星野高志（札幌市東区）議員が８
月３日に北海道内の発電設備の概要について、発電用原子炉施設の安全性に関する総合
評価の実施等について、住民アンケートの実施について、新エネルギーに関する知事の
姿勢について、８月１６日に泊発電所３号機に関する考え方について、９月７日に泊発
電所営業運転再開等に関する対応について、プルサーマル計画に関するシンポジウム等
への対応について、９月１２日に２０００年開催の「道民のご意見を聴く会」について、
１０月６日に泊原発をめぐる「やらせ問題」について、向井昭彦（札幌市北区）議員が
８月１６日に泊発電所３号機に関する考え方について、池本柳次（十勝管内）議員が８
月１６日に泊発電所３号機に関する考え方について、橋本豊行（釧路市）議員が９月７
日に産炭国石炭産業高度化事業の継続について、１０月６日に産炭国石炭産業高度化事
業について質疑。

○新幹線・総合交通体系対策特別委員会では梶谷大志（札幌市清田区）が９月７日に北海
道エアシステム（ＨＡＣ）について、１０月６日にＨＡＣについて質疑。

○道州制・地方分権改革等推進調査特別委員会では滝口信喜（室蘭市）議員が８月３日に
第５回道州制特区提案検討委員会答申項目について質疑。

○少子・高齢社会対策特別委員会では小林郁子（札幌市中央区）議員が８月３日に第二期
北の大地子ども未来づくり北海道計画の推進状況について、９月７日に平成２２年度被
措置児童等虐待事案について、１０月６日に要保護児童対策について、段坂繁美（札幌
市中央区）議員が９月７日に２２年度被措置児童等虐待事案について、市橋修治（後志
管内）議員が９月１２日に第５期北海道高齢者保健福祉計画介護保険事業支援計画作成
に関する基本的考え方について質疑。

○食と観光対策特別委員会では福原賢孝（檜山管内）議員が８月３日に稲わらの利用実態
調査等について、地域の食を生かしたブランドの確立と観光振興について、高橋亨（函
館市）議員が８月３日に稲わらの利用実態調査等について、９月７日に新たな北海道ア
ウトドア資格制度について、佐々木恵美子（十勝管内）議員が１０月６日に北海道アウ
トドア資格について質疑。

（２）第３回定例会予算特別委員会

第３回定例会予算特別委員会は、９月３０日～１０月４日に開かれ、第１分科会で日下
太朗（オホーツク管内）議員が再生可能エネルギーの普及拡大について、平成２４年度国
の施策及び予算に関する道の対応について、松山丈史（札幌市豊平区）議員ががん対策に
ついて、エゾシカ対策について、国際化について、北海道価値と再生可能エネルギーにつ
いて、財政諸課題について、橋本豊行（釧路市）議員が地域医療提供体制の充実について、
福原賢孝（檜山管内）議員がバックアップ拠点構想について、原子力発電について、防災
対策について、道の行財政運営について、第２分科会（佐藤伸弥委員長）で小林郁子（札
幌市中央区）議員が住宅政策について、エネルギー政策について、笹田浩（渡島管内）議
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員が林業の振興について、地域漁業の振興について、北準一（空知管内）議員が農業問題
について、エネルギー政策について、梶谷大志（札幌市清田区）議員が道民の意見を聴く
会のあり方について、北海道の新しいエネルギー政策について、冬期間の電力需給につい
て、新学習指導要領における体力向上について、市橋修治（後志管内）議員が高校適配に
ついて、学力テストについて、時間外勤務縮減と校務システムの導入について、佐々木恵
美子（十勝管内）議員が障害者基本法の改正に伴う新しい教育のあり方について、道立青
少年教育施設の在り方案について質疑した。

総括質疑では、梶谷議員が道民の意見を聴く会のあり方について、冬期間の電力需給に
ついて、福原議員が原子力発電について、北海道価値と再生可能エネルギーについて、道
の行財政運営について、知事に質した。

＜附帯意見＞
１．国及び道のシンポジウムが、多くの住民参加を求め、プルサーマルに対する理解を深

める形で設けられていたにもかかわらず、不適切な行為があったことは、道民を欺き、
信頼を著しく失墜させるものであり、極めて遺憾である。

道は、直ちに国に対し詳細な事実関係についての説明を求め、北電に対しては、第三
者委員会による徹底した調査結果を提出するよう求めるべきである。

１．北海道には、多様な地域資源が数多く賦存しており、再生可能エネルギーによる電力
供給の可能性が高い。

よって道は、「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」及び８月２６日に国会
において可決成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別
措置法」に基づき、本道が持つ多様な再生可能エネルギーの導入拡大を積極的に推進す
べきである。

１．電力の供給安定は、道民生活や道内の産業活動にとって欠かすことができない重要な
要素であり、その電力を供給している北海道電力としては、そのことを認識し、本道に
おける今冬の電力確保に全力を尽くすべきである。

また道は、北電に対し、電力供給力の確保に向けた対策の状況や電力需給の予測など、
正確な情報提供を求め、道として、道民が冷静に判断できる情報を迅速かつ的確に提供
すべきである。

１．国の「地震・津波対策に関する専門調査会」の最終報告書では、津波被害を軽減する
対策として、「円滑な避難行動のための体制整備とルールづくり」、「地震・津波に強い
まちづくり」、「津波に対する防災意識の向上」という三つの柱が示されたところであ
る。

道は、この報告書の考え方にも留意しながら、道独自に対応可能な部分については、
年度内に防災計画の修正案を取りまとめるなどとしている。

今回の東日本大震災では、その被害が広範囲にわたるとともに、住家はもとより学校
や福祉・医療施設、産業施設など多方面に及んだ教訓を踏まえ、庁内の関係部局が十分
連携し、防災計画の実効性確保に一層努めるべきである。
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６ 当面する課題と会派の対応

（１）原子力政策、エネルギー政策について
３月１１日の東日本大震災時に発生した東京電力福島原発の事故は、半年を経過しても

収束のメドが立たず、深刻かつ広範な影響を及ぼしている。
会派は、議会論議を展開する一方で、会派内に、「原発からのシフトを目指すプロジェ

クトチーム」を設置するなどして、原子力政策、エネルギー政策についての協議を進め、
「脱原発－私たちの選択」と題した基本的な見解をまとめた。

脱原発－私たちの選択 （道議会 民主党・道民連合議員会の基本スタンス）

２０１１年１０月

Ⅰ はじめに
３月１１日の東日本大震災と福島原子力発電所の過酷事故を契機として、わが国のエ

ネルギー政策は、根本からの転換を余儀なくされている。
二つの神話が崩壊した。
「原子力は安全だ」という神話の崩壊は、眼前の事実がすべてを語っている。「原子

力は安い」という神話も崩れ去った。今後何十年続くとも判明しない事故処理費用を算
入すれば、プラントの電源コストがこれほど「高価な電源」は、他に存在しないだろう。

菅政権から野田政権に移行する中、原子力をめぐる議論が国、地方を通じて展開され
ている。福島原子力災害の原因解明を進めている国の調査委員会は、最終報告を来夏に
も出すとしている。様々な視点や立場からの議論は、ともすれば百花繚乱の感も否めな
い。反原発、脱原発、脱原発依存、縮原発、減原発、いろいろな造語が次々と出てきて
いるが、「原発に頼らない日本をつくる」という本流は、大河のごとく堂々としている。

今後、原発の新増設は認めないというコンセンサスが、形成されつつある。
そうであれば、原子炉の寿命を４０年とするなら、遅くとも２０５０年には日本から原
発が消えることとなる。来夏の調査結果いかんによっては、「地震大国日本では原発の
稼働継続は不可能」として、来年以降すべての原発がその役割を終えることとなること
も、論理的選択肢としては、存在しているのだ。

こうした歴史的現実を背景として、私たちは会派内に設置した「原発からのシフトを
目指すＰＴ」からの提言をもとに、本文書を確定する。会派に所属するすべての議員に
とって、本文書が「原発に依存しない北海道」を創り上げていくための一里塚になるこ
とを確信する。

Ⅱ 国に対するスタンス
１、原子力政策の根本的見直し(核燃料サイクルからの撤退)を求めていく。
わが国の原子力政策の基本は、核燃料サイクルにおかれている。政府においても福島

原子力災害を契機にゼロベースからの見直しが言及されるに至っている。
ウラン軽水炉から排出される使用済み燃料を再処理し、抽出したプルトニウムを燃料

とする高速増殖炉を商業炉として稼働させようというのが、国が描く核燃料サイクルの
基本だ。

高速増殖炉計画は日本の「もんじゅ原型炉」とともに、フランスの「スーパーフェニ
ックス」においても開発されてきたが、莫大な開発費を要することなどを主な理由とし
て、計画は中止された。プルトニウムを核分裂させることで熱エネルギーを取り出し、
同時に燃料に混合されたウラン 238 に中性子を吸収させ、プルトニウムを生成する。つ
まり使用した分以上のプルトニウムを生産するといわれる夢のような話だ。しかし今回、
原子力発電は、あってはならないメルトダウン、メルトスルーという過酷事故の危険性
可能性を内包している事実が突きつけられた以上、半減期が２万４千年で猛毒性のある
プルトニウムを主燃料とする高速増殖炉計画から、わが国は撤退すべきと言える。

原子力政策の根本的見直し、つまり核燃料サイクルの研究開発からの撤退を国に求め
ていく。

さらに、５４基の既存原発については、段階的に廃炉にしていくロードマップの策定
を求めていくこととする。

２、福島原子力災害対策の徹底、及び東電と国の責任を明らかにするよう求めていく。
除染作業のピッチをあげることは当然である。と同時に、２５年経った今日もなお、

立ち入り禁止が続くチェルノブイリの現実を直視することも必要だ。「故郷に帰れる日」
を胸に秘め、避難所生活や「疎開」生活を余儀なくされている被災者の生活を安定させ
ることが何よりも重要である。数十年にわたり立ち入りが不可能なことが予想される地
域を明確にし、政府において一時検討された移住先であるニュータウン構想を現実のも
のとして推進すべきである。

国は事故調査を徹底し、今後の原子力政策のあり方に反映させるべきである。
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３、大間原発の建設中止を求める。
福島原子力災害を契機として、各種世論調査の結果が示しているように、「原子力に

依存しない日本をつくろう」ということ、つまり脱原発の流れは国民のコンセンサスを
得ている。野田総理もそのことは、明言している。原発の新規建設はせずに、段階的に
原子力から撤退する方向は、もはや時代の潮流とも言える。

電源開発が青森県で建設中(現在は福島原発災害を契機に建設は凍結中)の大間原発
は、世界初のフルＭＯＸ発電である。政府は、新増設はしないとの考え方の中に、既に
建設が始まっている原発(大間を含む)は含まれないとの見解のようだが、そこに国民の
合意を得られる根拠は見いだせない。

建設凍結中の大間原発は、建設そのものを中止すべきである。

４、再生可能エネルギーを国のエネルギー政策の柱とするよう求める。
原発からシフトするため、太陽光、風力、水力、波力、バイオマス等、再生可能エネ

ルギーを推進するため、国の事業の転換を図るよう求めていく。
今回成立した「再生可能エネルギーの買い取りに関する特措法」は、ドイツをはじめ

欧州では、再生可能エネルギーの導入促進に大きな役割を果たしてきた。わが国でも遅
まきながら制度が導入されたことは評価できる。しかし、例外として「買い取りを拒否
することが出来る」と規定されていることは、導入促進の障害になる恐れもある。国と
して各電力会社に対し、法律の趣旨に添って積極的な再生可能エネルギーの買い取りを
指導するよう求めていく。

５、道州制特区としての位置づけを求める。
道州制特区を活用し、国による「再生可能エネルギーモデル特区」として北海道を位

置づけ、様々な施策の推進モデルとするよう求めていく。
さらに、国において、本道をバックアップ地域として選定し、取組を推進するよう求

めていく。

Ⅲ 道に対するスタンス
道に対するスタンスを定めるにあたり、整理すべき論点は、①プルサーマル計画につ

いて、②３号機ストレステストについて、③定期検査中の原子炉再稼働について、④原
子力防災計画の見直し、ならびに電源交付金の使途について、⑤再生可能エネルギーの
導入促進を中心に据えた北海道の基本的エネルギー政策について、の５点となる。

１、プルサーマル計画の白紙化を求める。
わが国の高速増殖炉計画は、原型炉「もんじゅ」のナトリウム事故をはじめ、相次ぐ

トラブルにより、停止状態が続いている。「もんじゅ」は、１９７０年に建設着工が始
まり、以来４０年以上が経過している。毎年多額の開発費が計上されてきたが、４０年
以上経った今なお、実験再開の目処すらたっていないのだ。

計画は事実上破綻している。
国は、プルトニウムを燃料とする高速増殖炉計画が頓挫している中で、たまり続ける

プルトニウムを既存のウラン軽水炉で消費する必要に迫られた。それがプルサーマル計
画である。核爆弾の原料になるプルトニウムを扱うことに対する住民アレルギーが各地
で見られる。

こうしたことを背景に、国は核燃料サイクル交付金(北海道の場合５０億円)をちらつ
かせ、各地の電力事業者は、一部国からの誘導を受け、世論操作という不正工作を展開
してきた。

今回、２００８年に道及び地元４町村が実施した公開シンポジウムでも、北電が賛成
工作をおこなってきたことが明らかとなった。

北電に対し、世論は大きな不信感を募らせた。
プルトニウムを扱うプルサーマル計画は、技術上の安全対策を講じることが大前提な

のは当然である。しかしそれと同等に重要なことは、その科学技術を扱う事業者の企業
倫理が極限まで求められることだ。一連の北電の対応は、公益事業者としての社会的責
任を放棄したものである。こうした体質が改められない以上、計画の実施主体になるこ
とは到底あり得ない。安全対策以前の基礎的問題と言える。

プルサーマル計画は、白紙に戻すべきである。

２、泊３号機のストレステスト厳格化を求める。
国は、原子力発電所の安全評価にストレステストを導入した。ストレステストは一次

評価、二次評価に分類されている。定期検査中の原発を再稼働させる際には一次評価を、
稼働中の原発の稼働継続是非については二次評価を適用する。

評価そのものは電力事業者が行い、それを国が審査するシステムである。法的な制約
はないとしても、稼働継続の是非は、地元の同意が必要になる。このことは、営業運転
移行時に知事同意を必要としたことからも当然と考える。
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知事が判断する際には、そもそも３号機の建設時点で、北電が二度にわたる大規模な
不正工作をおこなった点も十分勘案するよう求めていく。さらに、電力の需給状況も事
業者の見解だけでなく、道自らが実施するよう求めていく。

８月の営業運転移行を知事が合意する直前に、北海道の研究者５０名の連名により５
項目の条件が提示された。すなわち①情報公開と第３者検証、②地元の範囲の拡大、③
対策の前倒し、④安全確保の具体的スケジュール、⑤広範囲の避難計画作成、である。
重い意味を持つ意見提示である。

会派としても、重く受け止める必要がある。ストレステスト二次評価後の稼働継続是
非を知事が判断する際にも、議論の対象としていく。

なお、この５項目は、ストレステスト一次評価後の再稼働時の知事判断にも適用すべ
きである。

３、定期検査中の原子炉再稼働は、安全上の問題とともに、事業者の信頼性確保と道
民合意を前提とする。
定期検査中の泊原子力発電所１号機及び２号機は、それぞれストレステストの一次評

価を実施中である。今後、再稼働の議論が始まることになる。
その際には極めて厳格な議論が求められる。分野としては、「安全上の課題」「事業

者の信頼性確保」「道民合意」に大別される。
安全上の問題としては、①国の調査委員会による福島原子力災害の原因解明、②中部

電力浜岡原発と泊を含む他の原発との相違点に関する国の見解、③泊原発周辺における
活断層の再評価、などの結果を前提として求めていく。

２００８年にプルサーマル計画に関して国が実施したシンポジウムで、北電がおこな
った不正工作、いわゆる「やらせ」が、国の指示によるものだったことが明らかとなっ
た。国の原子力政策に対する国民の信頼は、取り返しがたいまでに失墜した。本来、規
制官庁である原子力保安院は、原子力政策を推進する立場の経産省とは別の官庁に設置
されるべきであり、国もその方向で作業を進めている。

再稼働に関する地元合意議論は、国の原子力政策に対する国民の信頼が回復されたこ
とが検証されるまで、すなわち、現在の保安院が解体され、独立性を担保された新たな
原子力規制官庁として設置され、その機能と権能が検証されまで凍結するべきである。
このことを強く知事に求めていく。

事業者の信頼性確保も必須要件だ。北電は１９９９年、３号機建設議論にあたり道が
実施した道民意見募集に全社員を動員した大規模な不正工作を展開。当初は「通常の広
報活動」と強弁していたが世論の高まりの中で、一転、社長が陳謝。ところが翌年３月
道主催の道民意見を聞く会においても、再び賛成工作をおこなっていた。

さらに２００８年、３号機におけるプルサーマル計画実施申請にあたり道が判断の材
料とするため開催した公開シンポジウム及び、国主催のシンポジウムでも、再び三たび
賛成工作をおこなっていたことが明らかとなっている。

科学技術は、物理的にいかに安全性が確保されていたとしても、それを扱う側の資質
が扱うにふさわしいものでない限り、安全は担保されない。２０００年の年頭挨拶で北
電社長が企業倫理の向上を訴えても、その３ヶ月後に再び不正を犯すようでは、道民の
信頼は完全に失墜してしまう。精神訓話ではなく、例えば不正工作に対する内部通報制
度の確立など、システム的な企業改善をしない限り、原子力の再稼働を任せるにたる事
業者とは言い難い。この点についても、しっかり検証していく必要がある。

再稼働には道民合意が欠かせない。EPZ の拡大をはじめ、原子力防災の徹底も当然
である。さらに、周辺市町村に限らず、広く道民に対して、原子力に関する徹底した情
報の公開と積極的な情報の提供が求められる。その上で、岩宇４町村のみならず、後志
管内全市町村、札幌市などを含む広範囲の合意が必要である。

以上３分野における検証は、当然議会としても行う必要がある。
なお、前項に示した道内 50 名の研究者によって提示された「５項目条件」について

は、再稼働にあたって知事が判断する際にも、議論の対象としていく。

４、原子力防災計画の見直しと、交付金等の使途を明確にさせる。
原子力防災計画の見直しについては、①泊原発編の対象地域拡大、道南への影響が避

けられない下北半島核施設対策編の策定、を求めていく。
電源関連交付金や核燃料税については、①基金化し、再生可能エネルギー普及事業に

充当する、②原発立地地域への企業誘致等雇用創出や、人材育成などに充当するよう求
めていく。

５、北海道の基本的エネルギー政策として、原発からのシフトの明確化を求める。
福島原子力災害は、あまりに大きすぎる犠牲を代償として、人類に大きな示唆を与え

た。原子力発電にいつまでも依存しているべきではないという示唆を。広島と長崎でそ
のことに人類は気づくべきであった。チェルノブイリで気づくべきであった。しかし残
念ながら、今日まできてしまい、「福島」を起こしてしまった。

国民は、そして道民は今はっきりと自覚している。原発に依存しない日本をつくらな
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ければ大変なことになると。各種世論調査がそのことを明確に示している。
北海道は２０００年に、「省エネ・新エネ促進条例」を制定し、その前文で「脱原発

の視点にたつ」と宣言した。だが残念ながら、条例制定後１０年経過した今日、目に見
えるかたちでの再生可能エネルギー導入は進んでいない。

本道を取り囲む海岸線は、風力発電に適している。広大な平地と日照時間の長さは、
太陽光発電に適している。流量豊富な多くの河川は、小水力発電に適している。酪農地
帯から定量的に排出される家畜糞尿は、バイオガス発電に適している。その他、地熱発
電、雪氷エネルギー、潮力発電、森林バイオマス発電等、多様な再生可能エネルギーが、
全道に賦存している。

まさに本道は、再生可能エネルギーの宝庫と言える。
知事は、今議会で「各市町村の再生可能エネルギー賦存量を数値化する事業に着手す

る」と発言している。これまで、「北海道は自然エネルギーの宝庫」と抽象的表現に終
始してきたことに比べれば、具体的取組の緒についたとも言える。ここに留まることな
く、従来の取組とは飛躍と断絶を感じるほどに意欲的で具体的な、水、風、太陽、森林
など恵まれた自然環境と共生する再生可能エネルギー導入政策が事業化される必要があ
る。

原発からのシフトは、電源の転換だけを意味しない。大規模集中型発電である原発は、
大量消費地から遠く離れた場所に立地されてきた。それ故に、延々と続く送電途中に放
電するロスは看過できないものがある。

それに比べ再生可能エネルギーとともに、当面する供給力確保として有力視されてい
るＬＮＧ発電は、消費地に隣接して立地できる特性をもっている。小規模分散型発電は、
電力と共に熱を活用できるという利点を持つ。原発は投入した燃料のうち、およそ３割
程度しかエネルギー転換できないのに比較し、小規模分散型発電による熱電併給システ
ムは、電気と熱エネルギーで、７割前後のエネルギー転換が可能となる。

また、原発からのシフトは、産業構造そのものの転換も誘発する。これまで原子力産
業に依存してきた重厚長大を機軸とした構造は、再生可能エネルギー導入促進によるエ
ネルギーの地産地消を進めていく中で、地域に根ざした新エネルギービジネスを生み出
していく要素を秘めている。

道内市町村において、次々とエネルギー自給率１００パーセントを確実に実現してい
く、その具体的ロードマップを、再生可能エネギーが指摘されている導入コストや電力
の不安定性という課題解決のプロセスとともに、策定しなければならない。例えばその
一つとして、離島など一地域で完結できる「再生可能エネルギーモデル地区」を指定、
実験・検証していくことも重要である。

再生可能エネルギーの導入工程表は、原発からのシフトの道のりであり、すなわち脱
原発北海道創造の工程表でもある。

Ⅳ 北電に対するスタンス
１、安全対策と情報公開を求める。

・中期安全対策を前倒しするなど、抜本的安全対策を早急に講じること。
・原子力発電所および電力需給情報の情報提供、公開を全道民に誠実に行うこと。

２、企業の体質改善を求める。
・「やらせメール」など、この間の世論操作の真相究明を確実に行い、道民に明らかに

すること。
・一連の不正工作にみられた北電の企業体質改善を進めること。

３、プルサーマル計画の白紙化を求める。
・国および道主催のプルサーマル計画シンポジウムに対する世論操作工作が明らかにな

った以上、３号機のプルサーマル計画は白紙化すること。

４、脱原発の努力および、再生可能エネルギーの積極的買い取りを求める。
・道の「省エネ、新エネ促進条例」を受け止め、脱原発に向けて自社努力すること。・

「再生可能エネルギー特別措置法」の成立を受け止め、積極的な「買い取り」を行う
こと。


